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令和 　　 年度８

関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事 特記仕様書

Ⅰ.工事概要
1.工事場所　埼玉県さいたま市浦和区岸町5-16-3

2.工事種目

番号 名　　称 工事
種別

構　　造 棟又は
箇所

数　　量 単位 備　　考

式１１棟解体Ⅰ

3.工事概要　　杭の撤去工事（杭以外は解体済み）

関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事

建築物解体工事特記仕様書 １
（A1） ＮＳ
（A3） ＮＳ

・建築工事標準詳細図(令和4年版)　

・営繕工事写真撮影要領（令和5年版）

　　　　　　　（以上　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定又は監修）

官公署その他へ

　の届出手続等

（1.1.3）

（1.1.4）※要(提出先：(一財)日本建設情報総合センター）　　・不要工事実績情報

　ｼｽﾃﾑへの登録

　（建築物解体工事共通仕様書解説 表1.1.2「解体工事施工者が行う主な許可申請及び

関係法令等

　　　　の遵守

（1.1.13）※工事の施工に当り、適用を受ける関係法令に基づき、工事の円滑な進行を

　図る。

建設副産物対策

　　等の責任者

（1.3.2）

工事写真 ※完成状況も撮影対象とする。 （1.2.3）

適用基準等

１
章　

一
般
共
通
事
項

　　届出」ほか関係法令等による。）

・建設副産物対策の責任者を選任する。

解体共仕によるほか、次による。

・産業廃棄物処理責任者を選任する。

・公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）

手続等を遅滞なく行う。

・特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する。

1

2

3

4

6

※建築物除却届（都道府県知事宛）

・営繕工事電子納品要領（令和3年版）

　　　　　　　　　　　アルバム　　　　※１部　・（　　部）

・建築物解体工事共通仕様書(令和4版)・同解説（令和5年版）

工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な

※提出部数　紙媒体　　アルバム(A4判)　※１部　・（　　部）

4.指定部分 ・ 無　・ 有 （　　　　　工期:令和　　年　　月　　日）

5.工　　期 本工事のしゅん工期日は、令和　９年　１月２９日とする。

Ⅱ .工事仕様
1.共通仕様

（1）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築物解体工事

　　共通仕様書」(令和4年版）(以下、「解体共仕｣という。）による。

（4）製造所名は、五十音とし｢株式会社｣等の記載は省略する。又（　　）内は製品名を示す。

（5） Ｇ 印は｢国等による環境物品等の調達の推進に関する法律｣の特定調達品目を示す。

（3）特記事項に記載の（　　)内表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

（2）特記事項は、・印のついたものを適用する。

　　・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　・印と※印のついた場合は、共に適用する。

2.特記仕様

章 項　　目 特　記　事　項

5

7 電気保安技術者 ・適用する　※適用しない （1.3.3）

（1.3.5）
・（行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は施工しない。
　　ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。）

工程、施工日関係施工条件8

用地関係

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施工時間関係

工事用車両の駐車場所関係

資機材の置場所関係

・（　構内に確保できない場合は、受注者の負担において確保する）

・（　構内に確保できない場合は、受注者の負担において確保する）

・（　 8:30～17:00を原則とする　　　　　　　　　　　　　　　）

公害関係

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事用道路関係

仮設備関係

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全対策関係

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

9 発生材の処理 ・場外搬出適切処分(再資源化施設等は4章及び5章による)

・引渡しを要するもの(下表による)

（1.3.10）

品　名 集　積　場　所

※引渡を要するものは、材種・品種別に分類し、計量する。

11 施工数量調査 調査範囲　・全体　・建物　・工作物　・図示

調査方法　・目視　・計測　・図示

（1.5.2）

（1.6.2）適用する技能検定の職種及び作業の種別

・とび工（解体）

技能士12

13 概算数量発注 ・図示による。

※適用する　・適用しない（提出範囲等は、監督職員の指示による。）電子納品14

１
章　
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２
章　

仮
設
工
事

1 騒音・粉塵等

　　　　の対策

監督職員事務所

工事用水

交通誘導警備員

足場等

6

4

3

2

・防音パネル

・防音シート

（2.2.1）

・防音パネル等を取付る足場等の設置範囲（外壁から1m離れた部分）

　高さ　・（　　　m）　

※設けない　・設ける（　　　　　　　　　　　　　　　） （2.3.1）

構内既存の施設　　※利用できない （2.3.1）

構内既存の施設　　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

・配置する（　延べ４０人　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　単管＋シート

※足場、作業構台、仮囲い等は、図示のない場合は解体共仕による。

３
章　

解
体
施
工

1 使用機械

杭の撤去工法

樹木等

地下埋設物

　　埋設配管等

　　　　　盛土

杭の撤去

整地・埋戻し

3

4

6

7

8

事前措置2

杭の種別　　・RC杭　・PC杭　・鋼管杭

杭の口径等　・図示　・(　　　φ、L=　　　m、　　　本）

・残置する

・引抜き工法

・破砕工法

対象範囲　・敷地内　・図示

・地下埋設配管等の解体(給水、排水、ガス、電気ほか)

設計GL　※図示   ・現地盤高

※本工事で使用する機械は低振動型、低騒音型とする。

・基礎下端捨ｺﾝから全てを撤去する。

・解体撤去後の埋戻しは（・山砂又は火山灰土　・再生クラッシャラン

　・現場発生土)を用いて設計GLに整地すること。

※埋め戻し土（現場発生土）の取出し位置は監督職員の指示による。

・地下埋設物の解体（建物及び工作物基礎、受水槽、浄化槽ほか）

※整地は（・敷地全面　・建物周囲２m　・図示）とする。

・伐採　・抜根　・移植（※図示　　　　　　）

次のものの、解体に先立つ事前措置は解体共仕による。

・浄化槽、排水処理槽等

・オイルタンク、オイルサービスタンク、油配管

（3.9.2）

（3.9.2）

（3.11.1）

（3.12.1）

（3.13.1）

（3.2.1）

４
章　
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の
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理

再資源化等 中間処理施設、再資源化施設は次による。 （4.4.1）

・コンクリート及び

・コンクリート

・アスファルト
　コンクリート

・建設発生木材

品　名 受入施設名 所　在　地

　鉄からなる建設資材

・金属類

・小型二次電池

・ガラス

・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管､継手

・HIDランプ

・蛍光ランプ

1

2 産業廃棄物

　広域認定制度

廃棄物処理法の産業廃棄物の広域的処理に係る特例により

建設廃棄物を処理する。

対象産業廃棄物 認定をうけた者

（4.4.2）

3 最終処分場 その他の廃棄物(安定型処分場) （4.4.3）

その他の廃棄物(管理型処分場) （4.4.3）

品　名 受入施設名 所　在　地

品　名 受入施設名 所　在　地

・特定建設資材廃棄物の再資源化が完了した時は、建設リサイクル法による「再資源

　化等完了報告書｣又は｢建設リサイクル推進に係る実施事項について（建設リサイク

　ルガイドライン）」(平成14年5月30日国営計第25号）による再生資源利用促進計画

　書（実施書）を監督職員に提出する。

（4.5.1）

　ひ素含有石膏ボード

　カドミウム含有石膏ボード

　　表示マーク｢吉野石膏OY」ロット番号0373～0497

　　表示マーク　日東石膏ボード株式会社　ロット番号A4Y410～A9430

・ひ素・カドミウム含有石膏ボードの処理は、解体共仕による。(b)

・(a)及び(b)以外のせっこうボードの処理は、（※埋立処分　・再資源化）する。

　　小名浜吉野石膏㈱いわき工場で、昭和48年3月～平成9年4月に製造されたもの。

　　日東石膏ボード㈱八戸工場で、平成4年10月～平成9年4月に製造されたもの。

・CCA処理木材（クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材）の処理は、

　解体共仕による。

・石綿含有せっこうボードの処理は、解体共仕による。(a)

再資源化完了

　　　報告書等

する建設廃棄物

処理に注意を要5

4

５
章　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

施工計画調査 （5.1.2）

・特別管理産業廃棄物等の分析調査　・有　　・無

・廃酸、廃アルカリの処理は、解体共仕による。

・ダイオキシン類の処理は、図示による。

ＰＣＢ含有

　シーリング材

※分析調査を行う。 （5.4.1）

　（1972年以前に施工されたポリサルファイド系シーリング）

　第一次判定のためのサンプル採取は、日本シーリング工業会の採取マニュアル

ダイオキシン類 （5.4.1）※サンプリング調査を行う。

　による。

・廃油の処理は、解体共仕による。

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

4

1

特別管理産業

廃棄物の処理等

2 ・廃石綿等の処理は6章による。

・PCBを含む機器類の処理は、解体共仕による。

・PCB含有シーリング材を撤去し、処理は解体共仕による。

（5.4.1）

ＰＣＢを含む

　　　　機器類

3 ※微量PCBの分析調査を行う。 （5.4.1）

７
章　

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

特定物質の1

　　　　処理等

（7.3.1）

・冷凍機、パッケージ形空調機等の冷媒

・建材用断熱材フロン

・ハロン消火設備の消火剤

・放射性同位元素を使用しているイオン化式感知器

次の特定物質の処理等は、解体共仕による。

・六ふっ化硫黄ガスを使用するガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等、受変電機器

・特定化学物質障害予防規則による特定化学物質

・ＰＦＯＳを含む泡消火剤等

10 石綿含有建材の 調査範囲　・全体　・建物　・工作物　・図示

貸与　・既存の設計図書（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（1.4.1）

調査

調査方法　・書面　・目視　・図示

分析調査　・定性分析　・定量分析

　　　　　・採取試料の場所　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・石綿含有建材の調査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　・ 図示

　　　　　　電子媒体　原　　本　　　　※１部　・（　　部）

６
章　

石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

　　　濃度測定

石綿粉じん

施工の記録

石綿含有吹付け

　材の除去工法

石綿含有吹付け

　材の飛散防止

除去した石綿

含有材等の処分

石綿含有

成形板等の処分

1

3

4

5

6

7

・石綿粉じん濃度測定を行う。

・石綿含有建材の除去等については施工の記録を整備し、監督職員に提出する。

石綿含有吹付け材の除去工法は、解体共仕による。

石綿含有吹付け材の飛散防止措置は、次による。

※湿潤化

※埋立処分

・中間処理

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の処分は、次による。

石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等の処分は、次による。

※埋立処分

・中間処理

・固形化

（6.5.3）

（6.3.3）（6.4.3）

（6.3.2）

（6.3.2）

（6.1.3）

杭の撤去跡充填 ・山砂　・セメントミルク　・流動化処理土　・（ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾞ(泥水固化)） （3.9.2）5

山留め ・行う（図示）7 （2.4.1）

　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2 石綿作業主任者 石綿作業先任者を選任する。 （6.2.2）

庁舎 基礎杭

※表装の砂利敷きを行う。　・砂利敷き　B種　　500㎡（厚さ100mm）

　地盤改良やスロープ設置により乱れた既存砂利敷き部分の再砂利敷を想定している。

その他15 　工事着手前には周辺に監督職員と協議した範囲について書面等に伝達すること。

また、自治会長と相談の上、地元説明会を開催すること。

（請負業者賠償責任保険）に必ず加入しなければならない。また、その証券又はこれ

　受注者は、本工事着手前に、工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険

かわるものを遅滞なく提出すること。

5 工事用電力 （2.3.1）

　　　　　　　　　・利用できる（※有償（既設水道メーターは利用可能。

　　　　　　　　　　　　　　　　　また、市への申請が必要）　・無償）

事前調査及び分析調査ではそれぞれ厚生労働大臣が定めるものが行う。

　・ケーシング工法（　・輪投げ工法　・チャッキング工法　）

引き抜いた杭の処理（※解体処分　・場外処分）

　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

農林水産省関東農政局総務部・

ｓｃａｌｅ01
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○･ 6-1 周辺建築物等調査

調査

調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。

（一般的事項調査）

１ 事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次

の各号の調査を行うものとする。

一 建物の敷地ごとに建物等（主たる工作物）の敷地内の位置関係

二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面

三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所

現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿謄

本等の閲覧等の方法により調査を行う。

四 その他調査書の作成に必要な事項

（事前調査）

１ 受注者は、一般的事項調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行う

ものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。

一 基礎

二 軸部

三 開口部

四 床

五 天井

六 内壁

七 外壁

八 屋根

九 水回り

十 外構

２ 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

一 傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾

斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれの

ない堅固な物件を定めて併せて計測を行う

二 コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び

状況（最大幅、長さ）を計測する。

三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況

（大きさ）を計測する。

四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。

３ 軸部（柱及び敷居）に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

一 原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の

柱を全体で３箇所程度計測する。

二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床（敷居）から１メートルの高さの点とする。

三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から１メートル離れた点とする。

四 計測の単位はミリメートルとする。

（写真撮影）

１ 事前調査に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の方法により写真撮

影を行うものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが

適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。

撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。

（ １）調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名

（２）損傷名及び損傷の程度（計測）

（ ３）撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所

（事後調査）

１ 受注者は、事前調査を行った建物等について、損傷箇所等の変化及び工事によって新たに

発生した損傷の状態及び程度の調査を行うものとする。

２ 事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、一般的事項調

査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。

調査書の作成

受注者は、次の各号の事前調査書及び図面の作成を行うものとする。

（事前調査書及び図面）

一 調査区域位置図

二 調査区域平面図

三 建物等調査一覧表

四 建物等調査書（平面図・立面図等）

五 損傷調査書

六 写真集

（事前調査書及び図面の作成）

一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を

併せて表示する。この場合の縮尺は、 5,000 分の 1 又は 10,000 分の 1 程度とする。

二 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査

単位ごとに次により作成する。

（１）調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番

号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠（外壁）を着色する。この場

合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。

（２）縮尺は、500 分の 1又は 1,000分の 1程度とする。

三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等につい

て調査番号、建物番号（同一所有者が２棟以上の建物等を所有している場合）の順に建物

等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。

四 建物等調査図（平面図・立面図等）は、一般的事項調査及び事前調査の結果を基に建物

等ごとに次により作成するものとする。

（１）建物平面図は、縮尺 100分の 1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとと

もに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。

（２）建物立面図は、縮尺 100分の 1により、原則として、四面（東西南北）作成し、

外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。

（３）その他調査図（基礎伏図、屋根伏図及び展開図）は、発生している損傷を表示す

る必要がある場合に作成し、縮尺は 100分の 1 又は 10分の 1 程度とする。この場合

調査区域平面図

４ 開口部（建具等）に建付不良が発生しているときは、次の調査行うものとする。

一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室の

うちから一室につき１箇所程度とし、全体で５箇所程度を計測する。

二 測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。

三 建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、

その程度と数量を調査する。

四 計測の単位はミリメートルとする。

５ 床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

一 えん甲板張り等の居室（敷居の居室を除く。）について、気泡水準器で直交する二方向

の傾斜を計測する。

二 床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び

状況（最大幅、長さ又は大きさ）を計測する。

三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。

四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートル

とする。

６ 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行

うものとする。

７ 内壁にちり切れ（柱及び内法材と壁との分離）が発生しているときは、次の調査を行うも

のとする。

一 居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき１箇所、

全体で６箇所程度計測する。

二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。

８ 内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

一 原則として、すべて亀裂の計測をする。

二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。

三 亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨

漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。

９ 外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最

大の亀裂から２箇所程度を計測する。

二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。

１０ 屋根（庇、雨樋を含む。）に亀裂又は損傷などが発生しているときは、当該建物の屋根

伏図を作成し、次の調査を行うものとする。

一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。

二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂の幅についてはミリ

メートルとする。

１１ 水廻り（浴槽、台所、洗面所等）に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調

査を行うものとする。

一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じて

いるときは、すべての損傷を第８項に準じて行う。

二 給水、排水などの配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。

１２ 外構（テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の

屋外工作物）に損傷が発生しているときは、前１１項に準じて、その状況等の調査を行う

ものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、

損傷箇所、状況等を記載する。

において写真撮影が困難であり、又は詳細（スケッチ）図を作成することが適当

（４）工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。

五 損傷調査書は一般的事項調査及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者

名、建物の概要、名称（室名）、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、

事前調査欄に損傷名（亀裂、沈下、傾斜等）及び程度（幅、長さ及び箇所数）を記載する。

六 写真は、撮影したものをカラーサービス判で印刷し、撮影箇所及び状況の記載を行った

うえでファイルする。

（事後調査書等の作成）

１ 受注者は、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって新

たに発生した損傷について、事前調査に準じて調査書及び図面の作成を行うものとする。

建物等調査一覧表

番号 建物用途（共同住宅戸数） 規模・構造 延べ床面積 調査範囲 備考

1 クリニック 木造平屋 53.82㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

2 住宅 木造 2 階 82.81 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

3 住宅 木造 2 階 82.80 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

4 住宅 木造 2 階 112.20 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

5 共同住宅 LS造2階 131.90㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

6 住宅 木造 2 階 253.80 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

7 住宅 木造 2 階 81.97 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

8 住宅 木造 2 階 132.90 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

9 共同住宅 RC造3階 339.10㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

10 共同住宅 RC 造 3 階 250.10 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

11 住宅 木造 2 階 53.82㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

12 住宅 木造 2 階 58.79㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

13 住宅 木造 2 階 61.27㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

14 住宅 木造 2 階 115.11 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

15 住宅 木造 2 階 84.05㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

16 住宅 木造 2 階 100.00 ㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

17 住宅 木造 2 階 88.18㎡ ○・ 外部○・ 内部○・ 外構

※共同住宅の内部調査については、各戸調査を行う

※「外部」の調査は、足場等を設置せず、地上からの目視により行う

※本表は、発注者が想定する対象建物等である。

受注者は、対象建物等を周辺状況、地盤状況及び施工法等より総合的に

判断し、監督職員と協議し決定のこと。

８
章　

周
辺
建
物
等
調
査

また、調査に当たっては所有者の意向を十分に確認すること。事前調査をもし辞退する場合は、
損傷が発生しても補償できない旨を説明し辞退届を受領すること。
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地盤改良範囲

改良深さ　2m

添加量　100kg/m3

面積　375㎡

地盤改良仕様

固化材　高炉セメントＢ種

scale 1: 100(A1),200(A3)
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※本工事は杭撤去のみであり、それ以外は撤去済み

scale 1: 30(A1),60(A3)
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　※　杭以外は撤去済み　
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捨コンより上部は撤去済み

【撤去済み】

　※本工事は杭撤去のみ　

関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事

農林水産省関東農政局総務部・ 

scale 1: 30(A1),60(A3)基礎・梁リスト

08

06



捨コンより上部は撤去済み

【撤去済み】

砕石撤去

本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み 本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み

本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み

　軸組配筋図　s=1/30　
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変更等の措置を講ずる場合がある。

　施工にあたっては、受注者は施工条件、周辺状況等を十分考慮して、仮設、施工

方法、安全対策等、工事目的物を取りこわしするための一切の手段について受注者

　本仮設備等計画図（参考図）は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するため

の資料である。

の責任において定めるものとし、本図と異なる場合には監督職員と協議のうえ、
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［施工条件］

　　よる。

２．その他、工事中に生じた施工条件については監督職員との協議に

仮設備等計画図

１．施工時間は午前８時３０分から午後５時３０分までとする。

敷地内動線部分の敷鉄板（敷地内動線部分）

　鉄板敷の面積279㎡（図示は任意）

　敷鉄板1524×6096×22㎜　存置90日

　※杭引き抜き工事に伴い必要な重機下敷鉄板は、

　杭引き抜き工事費に含む。

交通誘導警備員

　警備業者の警備員で、交通の誘導に従事するもの

　工事期間中　延べ40人

構内整地３５３ｍ３

　杭引き抜き重機自走用スロープを想定

下水本管

ガス本管
G G

関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事

農林水産省関東農政局総務部・ 

scale 1: 100(A1),200(A3)仮設備等計画図
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既設水道メーター
深さ2m程度、塩ビ管立上り
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